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報道関係者 各位 

空き家対策支援策の拡充について 

 

高石市では、防災・防犯上危険な住宅の改善や、本市への移住・定住促進を目的として、空

き家の利活用を推進しております。そこで、住宅ストックを有効に活用するため、空き家に

対する支援制度を拡充しました。特に、若者世帯及び子育て世帯が空き家物件を購入した場

合には、府内トップクラスとなる最大 200 万円の補助制度を創設するなど、子育て世帯等が

安心して住み続けられる住環境の確保と定住促進に取り組んでおります。 

このたび、令和 8 年度における各種支援制度の概要がまとまりましたので、下記のとおり

お知らせします。 

記 

 

主な支援制度 

（１）子育て世帯及び若年者世帯向け 空き家購入補助 

市内の空き家を購入する子育て世帯及び若年者世帯に対し、購入費用の一部を補助します。 

補 助 率：購入費用（土地・建物）の 2分の 1 

補助上限額：最大 200万円 

対      象：子育て世帯、若年者世帯（夫婦のいずれかが 39歳以下）  

※府内トップクラスの支援内容 

 

（２）空き家除却補助 

旧耐震基準の空き家除却に要する費用の一部を補助します。 

補 助 率：解体費用の 2分の 1 

補助上限額：最大 100万円 

 

（３）空き家対策補助 

空き家の流通促進及び適正管理を図るため、各種手続きに要する費用の一部を補助します。 

相続登記等：最大 10万円 

測 量 等：最大 10万円 

不要物撤去：最大 10万円 

 

本制度については、市ホームページ、市広報紙、SNS等を通じて広く周知を行い、空き家の利

活用及び移住・定住促進につなげてまいります。 

 

 

 

 

 



 

 

問合先 
都市計画課 ＴＥＬ：（０７２）２７５- ６４７９（直通） 

e-mail：jyusei@city.takaishi.lg.jp 

 


